
中期目標期間終了時の検討について 

 
１ 趣旨 

地方独立行政法人法（以下「法」という。）第 79 条の２第１項の規定により、

市長は、公立大学法人長岡造形大学（以下「法人」という。）の中期目標の期

間の終了時までに、法人の業務を継続させる必要性、組織の在り方、その他そ

の組織及び業務の全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、所要の措置を

講ずるものとされている。 
また、検討を行うに当たっては、同条第２項の規定により、評価委員会の意 

見を聴かなければならないこととされている。 

 
２ 検討方針 

（１）実施時期 

今年度は、第２期中期目標期間（R2～R7）の終了前年度であり、法人に業務

を継続させる場合、第３期中期目標の策定を行う必要があることから、第３期

中期目標の策定前に、中期目標期間終了時の検討を行う。 

 
（２）検討方法 

法人は令和４年度に、学校教育法第 109 条第２項に基づき、文部科学省の認

証を受けた認証評価機関による大学認証評価を受けている。 
また、今年度の評価委員会において、法第 78 条の２に基づき、中期目標期

間の業務実績評価（見込評価）を実施している。 
本検討にあたっては、これらの評価結果を踏まえて、検討を行うこととする。 

 
３ 第２期中期目標期間における評価結果 

（１）認証評価機関による大学機関別認証評価結果 

①評価結果 

大学評価基準を「満たしている」していると認証された。 
 

②主な評価内容等（大学認証評価は令和４年度に実施。詳細は別紙のとおり。） 

優
れ
た
点 

・学生の創造性を引き出すために工夫されたデザインの校地校舎や

実践的な教育研究活動を実施するための施設設備等を整備して学

生及び地域住民に積極的に活用されている。 
・1998 年度から「学生生活実態調査」を継続的に実施し、実態の把

握、調査に基づく改善により教育研究環境の向上につなげている。 

・地域協創センターや地域協創演習などにより、地域社会とのかかわ

りの中で実践的な教育研究活動を推進している。 

改
善
点 

・「入学者の受入れに関する方針」について、中央教育審議会のガイ

ドラインを踏まえ「入学者選抜の基本方針」を明示することが求め

られる。 
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進
展
が
望
ま
れ
る
点 

・大学院課程における定員充足に向けた継続的な対応が望まれる。 
・卒業研究等の評価のあり方について「卒業又は修了の認定に関する

方針」を測る観点から大学として組織的な検証の実施が望まれる。 
・大学自らの点検・評価の在り方を明確化し、学校教育法が求める大

学の内部質保証体制を社会に示す観点から、組織間の連携体制を

整理し明示することが望まれる。 
・ファカルティ・ディベロップメント※１、スタッフ・ディベロップメ

ント※２について大学としての組織体制及び方針を明確化し、研修

等の取組みを体系的に充実させることが望まれる。 
※１ 教員が授業内容・方法を改善し向上させるための組織的な取組。 
※２ 教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、職員（事務職員、教員や技 

術職員を含む）を対象とした、必要な知識及び技能を習得させ、その能力及び資

質を向上させるための研修の機会を提供する取組。 

 
（２）評価委員会における中期目標期間の見込評価結果 

①評価結果 

第２期中期目標の達成に向けて「良好に進んでいる」と評価している。 
 

②主な評価内容等 

評
価 

・教育研究組織及びカリキュラムの見直し 
・地域課題解決の取組 
・NaDeC 構想の推進 

・施設設備の整備活用 

・全国からの入学志願者や高い志願倍率の維持 

提
言 

建学の理念を体現する人材を、広く世に輩出することは、「米百

俵の精神」を大切にする市民の願いである。長岡で学び、長岡へ

愛着と誇りを持つ人材が、将来、幅広い形で長岡へ貢献すること

を期待する。 

 
 
４ 業務を継続させる必要性について（案） 

上記３のとおり、認証評価機関による大学機関別認証評価結果が「大学評価

基準を満たしている」とされており、評価委員会での見込評価結果も「中期目

標の達成に向けて良好に進んでいる」とされている。 
このことから、引き続き、法人に業務を継続させることが妥当と判断する。 

 
５ 組織の在り方その他組織及び業務の全般にわたる検討について（案） 

第３期中期目標及び同中期計画の策定にあたり、上記３における改善点等を

反映させることをもって、地方独立行政法人法第 79 条の２に基づく所要の措

置を講ずることとする。 


